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平成 29 年 3 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,610 円 3,199 円

2,690 円 3,280 円

3,000 円 3,416 円

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適
（平成31年4月　一部適用予定）

八幡浜市下水道事業経営戦略

八幡浜処理区：昭和60年度（32年）
保内処理区：平成18年度（10年）

愛媛県　八幡浜市

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

公共下水道事業（法非適用）

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

八幡浜処理区：51.9人／ha
保内処理区：36.2人／ha

２（八幡浜浄化センター・保内浄化センター）

無

処 理 区 数
２処理区（八幡浜処理区・保内処理区）
・平成19年度に、保内処理区の第3計画区域を合併浄化槽整備区域に変更しました。

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

「最適化」・・・社会情勢の変化、財政状況の悪化、費用対効果の再検討等により、平成19年度
及び平成27年度に保内処理区喜須来分区の一部を、合併処理浄化槽区域に変更しました。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度

平成26年度 平成26年度

平成27年度 平成27年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　8㎥まで：920円
超過使用料　8㎥を超え10㎥まで：1㎥につき136円
　　　　　　　　10㎥を超え20㎥まで：1㎥につき159円
　　　　　　　　20㎥を超え30㎥まで：1㎥につき176円
　　　　　　　　30㎥を超え40㎥まで：1㎥につき194円
　　　　　　　　40㎥を超え50㎥まで：1㎥につき212円
　　　　　　　　50㎥を超えるもの：1㎥につき224円
※　消費税別、10円未満の端数は切捨て

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　8㎥まで：920円
超過使用料　8㎥を超え10㎥まで：1㎥につき136円
　　　　　　　　10㎥を超え20㎥まで：1㎥につき159円
　　　　　　　　20㎥を超え30㎥まで：1㎥につき176円
　　　　　　　　30㎥を超えるもの：1㎥につき50円
※　消費税別、10円未満の端数は切捨て。湯屋汚水が対象

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

井戸水使用の場合：2人まで1人につき8㎥、1人増すごとに4㎥を加算した水量で算定
水道と井戸水併用の場合：2人まで1人につき4㎥、1人増すごとに2㎥を上水道使用水量に加算
して算定
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在の民間委託を継続する予定にしていますので、指定管
理者制度については未検討です。

現在の民間委託を継続する予定にしていますので、PPP・PFI
については未検討です。

 イ　指定管理者制度

処理場3箇所及びマンホールポンプ44箇所の維持管理業務
を一括して民間委託しています（特定環境保全公共下水道
事業及び漁業集落排水事業の処理場・マンホールポンプも
含む）。その他、汚泥運搬業務、汚泥処理業務、水質検査業
務、電気設備点検業務等を民間委託しています。

民 間 活 用 の 状 況

　平成28年度の経営比較分析表（公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について（公営企業三課室長通
知）によるもの）については別紙のとおりです。
　当市の公共下水道事業は、一般会計からの繰入金に依存する体質が続いているため、経営の健全性・効率性の全般に
わたって、厳しい数字となっていますが、類似団体と比較すると平均に近い数字であります。このことは、一般会計からの繰
り入れに依存する体質は、当市の特殊事情ではなく、全国の小規模自治体の下水道事業が抱える、構造的な問題である
と言えます。

職 員 数

平成17年3月28日に新八幡浜市が発足し、下水道課の職員数は18人でしたが、業務委託や事
務の見直しを行い職員数の削減に取り組んだ結果、平成28年度は11人となっています。そのう
ち9人が公共下水道事業、2人が戸別合併処理浄化槽整備事業で人件費の予算措置を行って
おり、特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業においては、人件費の予算措置
は行っていません。

産業建設部下水道課として、産業建設部長のもとに、下水道課長が1人、その下に庶務係・業
務係・工務第1係・工務第2係・施設管理係・生活排水係の6係があります。

汚水・汚泥ともにエネルギー利用できる規模の量がないた
め、活用していません。

現在のところ、活用していません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

-2-



グ
ラ

フ
凡

例
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

平
成

2
6
年

度
全

国
平

均

※
　

法
適

用
企

業
と

類
似

団
体

区
分

が
同
じ
た
め
、
収
益
的
収
支
比
率
の
類
似
団
体
平
均
等
を
表
示
し
て

い
ま

せ
ん

。
※
　

平
成

22
年

度
か

ら
平

成
25
年

度
に

お
け
る
各
指
標
の
類
似
団
体
平
均
値
は
、
当
時
の
事
業
数
を
基
に

算
出

し
て

い
ま

す
が

、
企

業
債

残
高

対
事

業
規

模
比

率
及

び
管

渠
改

善
率

に
つ

い
て

は
、

平
成

26
年

度
の

事
業

数
を

基
に

類
似

団
体

平
均

値
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

全
体

総
括

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
指

標
で

、
類

似
団

体
の

平
均

値
に

近
い

数
字

と
な

っ
て

お
り

、
と

り
わ

け
問

題
が

あ
る

状
態

で
は

な
い

と
考

え
る

。
　

平
成

2
8
年

度
で

保
内

地
区

の
面

整
備

が
完

了
す

る
こ

と
に

よ
り

、
事

業
全

体
の

整
備

率
も

1
0
0
％

に
達

し
、

今
後

は
、

老
朽

化
し

て
い

る
八

幡
浜

処
理

区
の

管
渠

と
処

理
場

の
長

寿
命

化
が

事
業

の
中

心
と

な
っ

て
く

る
。

長
寿

命
化

に
か

か
る

事
業

費
は

、
処

理
区

域
の

拡
大

ほ
ど

で
は

な
い

も
の

の
、

多
額

の
費

用
が

見
込

ま
れ

る
。

　
一

方
、

収
入

面
で

は
、

人
口

の
減

少
と

節
水

意
識

の
向

上
及

び
節

水
機

器
の

普
及

に
よ

り
、

有
収

水
量

が
減

少
し

、
そ

れ
に

伴
う

使
用

料
の

減
少

も
続

く
と

予
想

さ
れ

る
。

そ
の

た
め

、
平

成
2
7
年

度
に

使
用

料
の

改
定

を
行

っ
た

が
、

今
後

も
3
年

に
1
度

の
見

直
し

を
行

い
た

い
。

　
ま

た
、

水
洗

化
率

が
6
割

に
と

ど
ま

っ
て

い
る

保
内

処
理

区
に

お
い

て
、

接
続

の
依

頼
を

強
化

し
、

水
洗

化
率

の
向

上
に

努
め

て
い

き
た

い
。

「
施

設
全

体
の

減
価

償
却

の
状

況
」

「
管

渠
の

経
年

化
の

状
況

」
「

管
渠

の
更

新
投

資
・

老
朽

化
対

策
の

実
施

状
況

」

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

保
内

処
理

区
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
8
年

供
用

開
始

と
い

う
新

し
い

施
設

で
あ

る
た

め
、

管
渠

、
ポ

ン
プ

場
、

処
理

場
と

も
に

改
善

・
更

新
は

行
っ

て
お

ら
ず

、
当

分
の

間
、

改
善

・
更

新
を

行
う

予
定

も
な

い
。

　
八

幡
浜

処
理

区
に

つ
い

て
は

、
昭

和
6
1
年

供
用

開
始

と
古

く
、

老
朽

化
し

た
管

渠
が

多
い

た
め

、
順

次
、

老
朽

管
渠

の
更

新
を

行
っ

て
い

る
。

た
だ

し
、

平
成

2
4
年

度
以

降
は

、
保

内
処

理
区

の
整

備
を

優
先

し
て

実
施

し
て

い
る

た
め

、
八

幡
浜

処
理

区
の

管
渠

の
更

新
は

行
っ

て
い

な
い

。
保

内
処

理
区

の
面

整
備

が
平

成
2
8
年

度
で

完
成

予
定

な
の

で
、

そ
れ

以
降

は
、

八
幡

浜
処

理
区

の
管

渠
の

長
寿

命
化

に
着

手
す

る
こ

と
に

し
て

い
る

。
　

八
幡

浜
処

理
区

の
処

理
場

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
6
年

度
か

ら
長

寿
命

化
事

業
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

「
料

金
水

準
の

適
切

性
」

「
費

用
の

効
率

性
」

「
施

設
の

効
率

性
」

「
使

用
料

対
象

の
捕

捉
」

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

法
非

適
用

の
下

水
道

事
業

は
、

収
入

が
支

出
に

不
足

す
る

額
は

、
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
に

よ
り

調
整

し
て

い
る

た
め

、
収

益
的

収
支

比
率

は
、

1
0
0
％

に
満

た
な

い
赤

字
状

態
で

は
あ

る
が

、
赤

字
で

経
営

状
況

が
悪

い
と

い
う

こ
と

で
は

な
い

。
こ

こ
5
年

間
は

、
収

入
面

で
は

一
般

会
計

繰
入

金
が

増
加

し
、

支
出

面
で

は
、

企
業

債
償

還
金

及
び

利
息

が
減

少
し

て
い

る
の

で
、

同
比

率
は

増
加

し
て

い
る

。
　

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

は
減

少
傾

向
に

あ
る

が
、

こ
れ

は
分

流
式

下
水

道
に

要
す

る
経

費
等

、
一

般
会

計
が

負
担

す
べ

き
経

費
が

増
加

し
て

い
る

こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
　

公
共

下
水

道
の

処
理

区
域

は
拡

大
し

て
い

る
も

の
の

、
節

水
意

識
の

向
上

や
節

水
機

器
の

普
及

に
伴

い
、

使
用

料
収

入
と

有
収

水
量

は
横

ば
い

と
な

っ
て

い
る

。
一

方
、

分
流

式
下

水
道

に
要

す
る

経
費

等
の

増
加

に
伴

い
、

汚
水

処
理

費
が

減
少

し
て

い
る

の
で

、
経

費
回

収
率

は
高

く
な

り
、

汚
水

処
理

原
価

は
低

く
な

っ
て

い
る

。
こ

れ
は

類
似

団
体

と
比

べ
て

も
、

平
均

的
な

数
字

で
あ

り
、

類
似

団
体

に
お

い
て

も
同

様
の

推
移

と
な

っ
て

い
る

。
　

施
設

利
用

率
は

、
類

似
団

体
と

比
べ

て
も

ほ
と

ん
ど

の
年

度
で

高
く

、
平

成
2
6
年

度
に

は
1
0
0
％

を
超

え
て

い
る

の
で

問
題

は
な

い
と

考
え

る
。

平
成

2
4
年

度
ま

で
低

か
っ

た
の

は
、

保
内

処
理

区
が

整
備

中
の

た
め

で
あ

る
。

整
備

中
で

あ
っ

て
も

処
理

場
の

整
備

が
完

了
し

、
処

理
能

力
は

高
い

状
態

に
あ

る
反

面
、

供
用

範
囲

が
狭

い
た

め
、

実
際

の
処

理
水

量
は

低
い

と
い

う
の

が
原

因
で

あ
る

。
　

水
洗

化
率

は
、

整
備

が
完

了
し

て
い

る
八

幡
浜

処
理

区
で

は
9
5
％

に
近

い
が

、
整

備
中

の
保

内
処

理
区

で
は

約
6
割

で
あ

る
。

保
内

処
理

区
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
8
年

供
用

開
始

と
い

う
こ

と
で

、
す

で
に

浄
化

槽
が

普
及

し
て

い
た

こ
と

と
、

住
民

の
高

齢
化

が
原

因
と

考
え

て
い

る
が

、
今

後
も

水
洗

化
率

の
向

上
に

努
め

て
い

き
た

い
。

「
単

年
度

の
収

支
」

「
累

積
欠

損
」

「
支

払
能

力
」

「
債

務
残

高
」

－

-
該

当
数
値
な
し

69
.8

3
38

.0
0

2,
69

0
25

,4
07

5.
34

4,
75

7.
87

【
】

27
6.

68
■

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
処

理
区

域
内

人
口

(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

法
非

適
用

下
水
道
事
業

公
共
下
水
道

Cc
1

36
,7

10
13

2.
68

経
営

比
較

分
析

表
愛

媛
県

　
八

幡
浜

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

0.
08

0.
19

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値
 

0.
20

0.
13

0.
10

0.
07

0.
11

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

10
0.
0
0

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

46
.1
6

48
.9
1

51
.4
0

62
.7
4

88
.2
6

平
均
値
 

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

平
均
値
 

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

平
均
値
 

①
収
益
的
収
支
比
率

(
％
)
 

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

平
均

値
 

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該

値
 

平
均

値
 

0.
00

20
0.
0
0

40
0.
0
0

60
0.
0
0

80
0.
00

1,
00
0
.0
0

1,
20
0.
00

1,
40
0
.0
0

1,
60
0.
00

1,
80
0
.0
0

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該

値
 

1,
65
5
.0
1

1,
48
6
.3
9

1,
32
3
.6
8

93
8.
0
1

43
9.
9
6

平
均

値
 

1,
26
6
.5
0

1,
25
8
.6
1

1,
27
3
.5
2

1,
20
9
.9
5

72
1.
0
6

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

10
0.
0
0

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

67
.2
0

66
.0
9

67
.7
5

74
.6
5

86
.2
3

平
均
値
 

65
.9
2

66
.0
2

67
.8
5

69
.4
8

84
.8
6

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

30
0.
0
0

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

23
8.
2
1

24
1.
7
5

23
5.
4
8

21
4.
2
7

19
0.
2
0

平
均
値
 

19
3.
7
1

19
6.
8
0

22
4.
9
4

22
0.
6
7

18
8.
1
4

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該
値
 

66
.1
6

49
.8
6

79
.1
8

92
.9
8

10
0.
3
7

平
均
値
 

57
.7
1

54
.9
1

55
.4
1

55
.8
1

64
.2
3

78
.0
0

80
.0
0

82
.0
0

84
.0
0

86
.0
0

88
.0
0

90
.0
0

92
.0
0

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

当
該

値
 

84
.3
1

83
.3
2

83
.5
5

83
.8
4

84
.6
9

平
均
値
 

89
.1
0

89
.2
0

84
.1
2

84
.4
1

90
.2
2

②
累
積
欠
損
金
比
率

(％
)
 

③
流
動
比
率

(
％

) 
④

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

(
％

) 

⑤
経
費
回
収
率

(％
) 

⑥
汚
水
処
理
原
価
(
円

) 
⑦
施
設
利
用
率

(％
) 

⑧
水
洗
化
率
(％

) 

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率
(
％

)
 

②
管
渠
老
朽
化
率

(
％

)
 

③
管

渠
改

善
率

(％
)
 

  
  

  
【

7
76
.3
5】

 

【
9
4.
57
】
 

【
6
0.
35
】

 
【

1
42
.2
8】

 
【
9
6.
57
】
 

  
  

【
0
.1
7】

 

該
当
数
値
な
し

 
該
当
数
値
な
し

 

該
当
数
値
な
し

 
該
当
数
値
な
し

 

-3-



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

◎　計画的な施設の長寿命化
　　当市の公共下水道事業は、平成29年度に面整備が完了することにより、建設から維持管理の局面に移行します。維持
管理に当たっては、八幡浜処理区において、供用開始から30年以上経過している管渠が多数存在しているため、計画的
な長寿命化事業を行って、改修費の平準化を図る必要があります。そのため、平成30～32年度の3年間でストックマネジメ
ント計画を策定することにより、平成33年度以降、国からの交付金事業を活用した、計画的な管渠の更新に取り組んでいき
ます。
◎　有収率の改善による経費の削減
　　八幡浜処理区の合流区域では、老朽化したコンクリート管が多く、老朽化した継手部分から多くの地下水が浸入してい
るものと推測されます。そのため、有収水量の処理水量に占める割合、いわゆる有収率は、約34.5％（Ｈ２７年度）と極端に
低い状態です。有収率が低いということは、収入につながらない水を多額の経費を使って処理していることになりますので、
不明水調査を行うとともに、長寿命化工事による管渠の更新を通じて、有収率を高め、処理経費の削減を図っていきます。
◎　接続率の向上による収入の増加
　　保内処理区では、供用開始が平成18年度と遅かったため、すでに合併処理浄化槽が普及しており、高齢化と相まっ
て、接続率が伸び悩んでいる状況にあります（Ｈ２７：64.1％）。さらに人口減少と節水意識の高まりにより、処理水量は減少
していくことが予想されますので、大口の集合住宅のオーナー等に戸別訪問を行うなどの接続促進を行い、計画期間中に
75％の接続率を達成できるよう努め、使用料の増収を図っていきます。
◎　公営企業法の適用による経営の効率化
　　総務省からの要請に基づき、平成31年4月に地方公営企業法の財務適用を行い、経費の節減と経営の効率化を図っ
ていきます。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

-4-



様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（公
共

下
水

道
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

2
7
年

度
2
8
年

度

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

1
(A

)
1
,1

6
8
,2

6
9

1
,1

6
0
,1

1
2

1
,1

8
4
,7

9
1

1
,1

7
3
,9

4
2

1
,1

4
3
,3

2
6

1
,1

3
4
,9

1
0

1
,1

0
9
,8

8
7

1
,0

5
8
,2

0
7

1
,0

2
5
,2

9
8

9
5
4
,8

7
0

8
8
6
,0

6
3

7
9
6
,5

8
9

（
１

）
(B

)
6
4
7
,1

9
1

7
1
4
,7

4
8

6
9
6
,3

3
8

6
9
0
,6

1
6

6
8
7
,1

6
6

6
8
0
,8

6
2

6
6
8
,2

7
9

6
4
7
,2

5
6

6
3
2
,3

4
6

6
0
4
,7

9
1

5
7
8
,5

9
7

5
5
7
,1

4
8

ア
3
9
9
,5

9
1

4
6
1
,4

1
5

4
5
2
,7

8
4

4
4
9
,5

4
1

4
5
5
,3

1
0

4
5
2
,1

0
9

4
4
6
,1

4
1

4
4
0
,2

3
7

4
3
4
,3

9
8

4
2
8
,6

4
6

4
2
3
,0

0
1

4
1
7
,4

2
3

イ
(C

)
ウ

2
4
7
,6

0
0

2
5
3
,3

3
3

2
4
3
,5

5
4

2
4
1
,0

7
5

2
3
1
,8

5
6

2
2
8
,7

5
3

2
2
2
,1

3
8

2
0
7
,0

1
9

1
9
7
,9

4
8

1
7
6
,1

4
5

1
5
5
,5

9
6

1
3
9
,7

2
5

（
２

）
5
2
1
,0

7
8

4
4
5
,3

6
4

4
8
8
,4

5
3

4
8
3
,3

2
6

4
5
6
,1

6
0

4
5
4
,0

4
8

4
4
1
,6

0
8

4
1
0
,9

5
1

3
9
2
,9

5
2

3
5
0
,0

7
9

3
0
7
,4

6
6

2
3
9
,4

4
1

ア
5
2
0
,7

1
0

4
4
4
,5

7
3

4
8
8
,1

1
6

4
8
2
,9

8
9

4
5
5
,8

2
3

4
5
3
,7

1
1

4
4
1
,2

7
1

4
1
0
,6

1
4

3
9
2
,6

1
5

3
4
9
,7

4
2

3
0
7
,1

2
9

2
3
9
,1

0
4

イ
3
6
8

7
9
1

3
3
7

3
3
7

3
3
7

3
3
7

3
3
7

3
3
7

3
3
7

3
3
7

3
3
7

3
3
7

２
(D

)
5
3
3
,4

1
3

4
9
3
,2

3
9

4
9
9
,9

0
2

4
6
9
,5

4
0

4
4
8
,0

9
9

4
3
4
,4

9
7

4
2
4
,1

3
3

4
1
2
,4

3
3

4
0
2
,4

3
1

3
9
4
,3

3
0

3
8
7
,8

3
7

3
8
2
,7

4
2

（
１

）
3
5
1
,8

4
9

3
2
6
,9

4
4

3
4
7
,7

4
2

3
3
2
,0

3
3

3
2
4
,6

0
8

3
2
4
,4

7
4

3
2
7
,7

5
9

3
2
8
,9

0
8

3
3
0
,0

7
3

3
3
1
,3

1
2

3
3
2
,5

1
2

3
3
3
,7

2
9

ア
5
6
,7

2
6

4
8
,6

9
4

4
6
,5

4
7

4
7
,0

1
3

4
7
,4

8
3

4
7
,9

5
8

4
8
,4

3
7

4
8
,9

2
2

4
9
,4

1
1

4
9
,9

0
5

5
0
,4

0
4

5
0
,9

0
8

イ
2
9
5
,1

2
3

2
7
8
,2

5
0

3
0
1
,1

9
5

2
8
5
,0

2
0

2
7
7
,1

2
5

2
7
6
,5

1
6

2
7
9
,3

2
2

2
7
9
,9

8
6

2
8
0
,6

6
2

2
8
1
,4

0
7

2
8
2
,1

0
8

2
8
2
,8

2
1

（
２

）
1
8
1
,5

6
4

1
6
6
,2

9
5

1
5
2
,1

6
0

1
3
7
,5

0
7

1
2
3
,4

9
1

1
1
0
,0

2
3

9
6
,3

7
4

8
3
,5

2
5

7
2
,3

5
8

6
3
,0

1
8

5
5
,3

2
5

4
9
,0

1
3

ア
1
8
1
,5

6
4

1
6
6
,2

9
5

1
5
2
,1

6
0

1
3
7
,5

0
7

1
2
3
,4

9
1

1
1
0
,0

2
3

9
6
,3

7
4

8
3
,5

2
5

7
2
,3

5
8

6
3
,0

1
8

5
5
,3

2
5

4
9
,0

1
3

イ
３

(E
)

6
3
4
,8

5
6

6
6
6
,8

7
3

6
8
4
,8

8
9

7
0
4
,4

0
2

6
9
5
,2

2
7

7
0
0
,4

1
3

6
8
5
,7

5
4

6
4
5
,7

7
4

6
2
2
,8

6
7

5
6
0
,5

4
0

4
9
8
,2

2
6

4
1
3
,8

4
7

1
(F

)
6
8
6
,2

6
9

6
2
9
,3

0
1

3
2
7
,9

4
5

4
1
1
,4

5
9

4
0
2
,4

8
5

2
5
0
,3

6
0

3
4
4
,6

0
2

4
3
0
,6

5
9

4
5
5
,1

3
6

3
9
7
,5

1
6

4
1
2
,5

2
1

4
0
4
,3

7
4

（
１

）
3
1
8
,3

0
0

3
1
4
,6

0
0

1
4
2
,2

0
0

1
6
1
,9

0
0

1
5
3
,9

0
0

7
5
,2

0
0

1
3
2
,1

0
0

1
8
5
,1

0
0

2
1
1
,0

0
0

1
8
3
,5

0
0

1
9
7
,3

0
0

1
9
9
,7

0
0

（
２

）
1
3
1
,2

1
6

1
4
5
,1

5
0

1
5
4
,2

5
8

1
5
2
,7

5
1

1
5
2
,2

0
8

1
5
3
,9

9
5

1
5
5
,0

7
9

1
4
0
,3

0
9

1
1
3
,8

3
6

1
1
0
,3

1
6

9
8
,1

2
1

8
5
,2

7
4

（
３

）
（
４

）
（
５

）
2
3
0
,6

1
1

1
6
3
,5

9
1

2
5
,4

2
8

9
2
,5

0
0

9
2
,5

0
0

1
7
,5

0
0

5
5
,0

0
0

1
0
5
,2

5
0

1
3
0
,3

0
0

1
0
3
,7

0
0

1
1
7
,1

0
0

1
1
9
,4

0
0

（
６

）
6
,1

4
2

5
,9

6
0

6
,0

5
9

4
,3

0
8

3
,8

7
7

3
,6

6
5

2
,4

2
3

（
７

）
２

(G
)

1
,3

2
1
,0

0
6

1
,2

9
6
,2

9
1

1
,0

1
2
,8

7
6

1
,1

1
5
,8

6
1

1
,0

9
7
,7

1
2

9
5
0
,7

7
3

1
,0

3
0
,3

5
6

1
,0

7
6
,4

3
3

1
,0

7
8
,0

0
3

9
5
8
,0

5
6

9
1
0
,7

4
7

8
1
8
,2

2
1

（
１

）
5
1
6
,1

3
9

4
3
6
,5

3
9

1
2
4
,5

2
0

2
2
3
,0

0
0

2
2
3
,0

0
0

7
3
,0

0
0

1
6
3
,0

0
0

2
6
3
,5

0
0

3
1
3
,6

0
0

2
6
0
,4

0
0

2
8
7
,2

0
0

2
9
1
,8

0
0

2
1
,6

0
0

1
9
,7

5
1

2
3
,2

7
4

2
3
,5

0
6

2
3
,7

4
1

2
3
,9

7
9

2
4
,2

1
9

2
4
,4

6
1

2
4
,7

0
5

2
4
,9

5
2

2
5
,2

0
2

2
5
,4

5
4

（
２

）
(H

)
8
0
4
,8

6
7

8
5
9
,7

5
2

8
8
8
,3

5
6

8
9
2
,8

6
1

8
7
4
,7

1
2

8
7
7
,7

7
3

8
6
7
,3

5
6

8
1
2
,9

3
3

7
6
4
,4

0
3

6
9
7
,6

5
6

6
2
3
,5

4
7

5
2
6
,4

2
1

（
３

）
（
４

）
（
５

）
３

(I
)

△
 6

3
4
,7

3
7

△
 6

6
6
,9

9
0

△
 6

8
4
,9

3
1

△
 7

0
4
,4

0
2

△
 6

9
5
,2

2
7

△
 7

0
0
,4

1
3

△
 6

8
5
,7

5
4

△
 6

4
5
,7

7
4

△
 6

2
2
,8

6
7

△
 5

6
0
,5

4
0

△
 4

9
8
,2

2
6

△
 4

1
3
,8

4
7

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

う
ち

職
員

給
与

費
地

方
債

償
還

金
他

会
計

長
期

借
入

金
返

還
金

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

う
ち

一
時

借
入

金
利

息
そ

の
他

収
支

差
引

(A
)-

(D
)

そ
の

他
営

業
外

収
益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入
地

方
債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債
他

会
計

補
助

金
他

会
計

借
入

金
固

定
資

産
売

却
代

金
国

（
都

道
府

県
）

補
助

金
工

事
負

担
金

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

3
8
年

度

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

2
9
年

度
3
0
年

度
3
1
年

度
3
2
年

度
3
3
年

度
3
4
年

度

収 益 的 支 出

総
費

用
営

業
費

用
職

員
給

与
費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

3
5
年

度
3
6
年

度
3
7
年

度

営
業

外
費

用
支

払
利

息

-5-



様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（公
共

下
水

道
）

(J
)

1
1
9

△
 1

1
7

△
 4

2
(K

)
(L

)
4
0

1
5
9

4
2

(M
)

(N
)

1
5
9

4
2

(O
)

1
5
9

4
2

(P
)

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

6
4
7
,1

9
1

7
1
4
,7

4
8

6
9
6
,3

3
8

6
9
0
,6

1
6

6
8
7
,1

6
6

6
8
0
,8

6
2

6
6
8
,2

7
9

6
4
7
,2

5
6

6
3
2
,3

4
6

6
0
4
,7

9
1

5
7
8
,5

9
7

5
5
7
,1

4
8

（
T
)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

1
0
,6

7
7
,6

0
4

1
0
,1

3
2
,4

5
2

9
,3

8
6
,2

9
6

8
,6

5
5
,3

3
5

7
,9

3
4
,5

2
3

7
,1

3
1
,9

5
0

6
,3

9
6
,6

9
4

5
,7

6
8
,8

6
1

5
,2

1
5
,4

5
8

4
,7

0
1
,3

0
2

4
,2

7
5
,0

5
5

3
,9

4
8
,3

3
4

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
2
7
年

度
2
8
年

度

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

7
6
8
,0

1
4

7
0
5
,4

2
3

7
3
1
,5

8
3

7
2
3
,7

6
1

6
8
7
,4

3
7

6
8
2
,4

3
6

6
6
3
,3

3
2

6
1
7
,6

0
5

5
9
0
,1

3
2

5
2
5
,8

5
9

4
6
2
,6

6
6

3
7
8
,8

0
1

6
5
2
,7

2
6

6
8
2
,7

7
6

6
7
6
,1

9
7

6
6
8
,2

9
6

6
4
1
,8

4
2

6
3
2
,3

2
6

6
1
1
,9

7
5

5
6
7
,9

0
7

5
4
0
,2

8
9

4
7
9
,3

7
9

4
2
0
,8

1
3

3
7
5
,7

7
9

1
1
5
,2

8
8

2
2
,6

4
7

5
5
,3

8
6

5
5
,4

6
5

4
5
,5

9
5

5
0
,1

1
0

5
1
,3

5
7

4
9
,6

9
8

4
9
,8

4
3

4
6
,4

8
0

4
1
,8

5
3

3
,0

2
2

1
3
1
,2

1
6

1
4
5
,1

5
0

1
5
4
,2

5
8

1
5
2
,7

5
1

1
5
2
,2

0
8

1
5
3
,9

9
5

1
5
5
,0

7
9

1
4
0
,3

0
9

1
1
3
,8

3
6

1
1
0
,3

1
6

9
8
,1

2
1

8
5
,2

7
4

1
3
1
,2

1
6

1
4
5
,1

5
0

1
5
4
,2

5
8

1
5
2
,7

5
1

1
5
2
,2

0
8

1
5
3
,9

9
5

1
5
5
,0

7
9

1
4
0
,3

0
9

1
1
3
,8

3
6

1
1
0
,3

1
6

9
8
,1

2
1

8
5
,2

7
4

8
9
9
,2

3
0

8
5
0
,5

7
3

8
8
5
,8

4
1

8
7
6
,5

1
2

8
3
9
,6

4
5

8
3
6
,4

3
1

8
1
8
,4

1
1

7
5
7
,9

1
4

7
0
3
,9

6
8

6
3
6
,1

7
5

5
6
0
,7

8
7

4
6
4
,0

7
5

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

3
4
年

度
3
5
年

度
3
6
年

度
3
7
年

度
3
8
年

度

収
益

的
収

支
分

地
方

債
残

高

2
9
年

度
3
0
年

度
3
1
年

度
3
2
年

度
3
3
年

度

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た

資
金

不
足

比
率

(（
T
）/

（V
）×

10
0)

他
会

計
借

入
金

残
高

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

((
R

)/
(S

)×
10

0)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

収
益

的
収

支
比

率
（

×
1
0
0

）

赤
字

比
率

（
×

1
0
0

）

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金
前

年
度

か
ら

の
繰

越

-6-



① 収支計画のうち投資についての説明
　

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

◎　使用料については、維持管理費以上の収入があり、一部は公債費にも充当しているので、計画期間中もこの水準を維
持していく方向で試算しています。使用料の試算に当たっては、将来人口を試算した上で、八幡浜処理区の接続率目標
を92％、保内処理区の接続率目標を75％として接続人口を試算したところ、人口減少により使用料も減収の一途をたどる
と見込まれますが、収納率の向上と水洗化の促進及び有収率の向上を図ることで、減少幅を少なくし、計画期間中は、使
用料の改定は行わないものとして試算しています。
◎　使用料の改定については、これまでも3年ごとに使用料等検討委員会を開催し、改定の有無を含めて検討しています。
今後も、Ｈ29、32、35において、使用料等検討委員会を立ち上げ、使用料の見直しを行う予定としています。
◎　投資経費に充当する財源である国庫補助金、企業債については、現行の制度では、国庫補助金が事業費の1/2～
5.5/10の補助率、企業債が補助残の100％、単独95％の充当率となっており、計画期間中も現行制度下での比率で試算
しています。
◎　一般会計繰入金については、雨水処理負担金、特別措置分等の償還金に対する繰入金、高資本費対策に係る繰入
金、分流式下水道に要する経費等を、総務省の基準に基づく基準内繰入金として試算しています。
◎　収入が支出に対して不足する額については、地方公営企業法の適用を受けていない段階では、基準外繰入金として
繰り入れていただくよう試算しており、その額は、40,000千円～50,000千円の範囲で推移するものと見込んでいます。な
お、平成31年度の法適用後は、基準外繰入金はないとの前提に立ち、さらなる経営改善に取り組むこととしています。

◎　職員給与費に関する事項
　職員数は現在9名であり、今後も現状維持で推移するものと見込んでいます。その上で、職員の平均給与（平成28年度決
算見込額）に過去10年間の平均増減率を乗じて、さらに職員数を乗じて職員給与費を試算しています。
◎　動力費・薬品費に関する事項
　今後、保内処理区の接続率向上により、処理水量は増加するものの、人口減少等により全体の処理水量は減少するもの
と見込まれます。ただし、薬品費と電気代等の単価が上がることを見込み、平成27年度決算額と同額で試算しています。
◎　修繕費に関する事項
　八幡浜処理区は、更新事業により小修繕を抑えていくことができ、保内処理区については、比較的新しく修繕の発生頻
度も少ないと思われます。よって八幡浜処理区については、毎年1％ずつ増加、保内処理区については現状維持で推移し
ていくものと見込んでいます。
◎　委託費に関する事項
　全ての処理場等の維持管理を一括して入札しているので、今後の削減は困難であると考えています。汚泥の運搬・処理
の委託料については、八幡浜処理区では微減、保内処理区では増加傾向で推移すると見込んでいます。以上のことから、
八幡浜処理区では平成27年度決算と同額、保内処理区では2％ずつ増加していくものとして試算しました。
◎　その他の事項
　消費税については、平成28年度決算見込額と同程度の15,000千円を見込んでいます。その他の経費についても、平成２
７年度決算をもとに、過去の増減率により試算しています。

◎　保内処理区における面整備は、平成29年度に完了するため、平成29年度は面整備費用を中心に、それ以降はストッ
クマネジメント計画に基づく長寿命化対策事業の事業費を計上しています。また処理場関係では、八幡浜浄化センターの
長寿命化対策を平成31年度まで行い、それ以降はストックマネジメント計画に基づく長寿命化事業に取り組むこととしてい
ます。各事業、各年度の投資事業費は下記のとおり見込んでいます。
◎　Ｈ29の投資経費は、保内処理区の舗装工事費10,000千円、及び単独事業費17,500千円、八幡浜浄化センターの長
寿命化工事に関する設計委託費17,000千円、合計44,500千円を見込んでいます。また、Ｈ28からの繰越事業費として
41,470千円も含めた金額としています。
◎　全計画期間中、管渠等の維持管理、公共汚水桝・私道管渠の設置費（単独）として、現行と同額の9,000千円／年を見
込んでいます。
◎　八幡浜処理区の管渠のストックマネジメント経費として、Ｈ30～32は計画策定費で20,000千円／年、Ｈ33以降は、改築
事業費で90,000千円／年を、それに伴う単独事業費として、Ｈ33以降15,000千円／年を見込んでいます。なお、ストックマ
ネジメントに基づく改築事業におきましては、サイズダウンやスペックダウンを念頭に置いて、処理人口に見合った規模を検
討します。
◎　八幡浜浄化センターの長寿命化対策費として、Ｈ30、31に150,000千円／年を見込み、Ｈ30～32にストックマネジメント
の計画策定費で15,000千円／年、Ｈ34以降はストックマネジメントの事業費で、約150,000千円／年を見込んでいます。
◎　上記の事業費以外に、事業に伴い必要となる事務費（人件費を含む）として、約30,000千円／年を見込んでいます。
◎　以上の結果、Ｈ30以降の投資経費は、73,000千円～313,600千円／年（事務費を含む）となり、Ｈ17～27の投資経費
の平均は、842,300千円／年であったことと比較すると、大幅な減少になります。また、同期間の改築更新経費の平均は、
392,700千円／年であったことと比べても、事業費の減少になっています。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
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①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

「官から民へ」の流れに則った民間活力の活用を検討していきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

平成31年4月に法適化を予定しているので、平成31年度の予算編成に合わせて、経
営戦略全体を見直すことにしています。また、使用料等検討委員会における検討の結
果、使用料の見直しが行われた場合にも、その都度見直します。

職員給与費に関する事項

処理場、管渠を含めた包括的な民間委託による、職員数の削減を検討してい
きます。

動力費に関する事項

不明水対策を行うことにより、不明水に係る動力費の削減を図ります。

修繕費に関する事項

修繕必要箇所について、あらかじめ優先順位付けを行った上で、計画的な修
繕を行っていきます。

委託費に関する事項

現在、公共下水道、特定環境保全公共下水道、漁業集落排水事業の各施設
を一括して3年契約で発注していますが、さらに長期の契約を検討し、管理経
費の削減を図ります。

その他の取組

該当なし

薬品費に関する事項

不明水対策を行うことにより、不明水に係る薬品費の削減を図ります。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

該当なし

浄化センター等の遊休地等の資産の有効活用を検討していきます。

平成26年度に使用料等検討委員会を立ち上げて、27年10月に使用料の改
定を行ったところですが、今後も、3年毎に使用料等検討委員会を立ち上げ
て見直しを行うこととしています。

使用料の見直しに関する事項

長寿命化工事に合わせて不明水調査及び対策工事を行い、有収率の向上
を図っていきます。

処理場やマンホールポンプの管理業務は民間企業に委託していますが、今
後、より包括的な委託化の検討を行い、職員の適正な配置とコストの縮減に
努めます。

平成29年度に面整備が完了し、それ以降は、施設の維持管理を中心に行っ
ていきます。施設の維持管理に当たっては、八幡浜浄化センターの長寿命化
事業に取り組んでいるところですが、平成30年度から管渠と処理場を一体に
捉えたストックマネジメント計画を策定する予定にしているので、当該計画に
基づき、計画的な長寿命化を行っていきます。

公共下水道、特定環境保全公共下水道、漁業集落排水事業について、処理
場の統廃合や処理区域の見直しなどの費用対効果について検討していきま
す。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
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平成 29 年 3 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,610 円 2,882 円

2,690 円 3,008 円

3,000 円 3,106 円

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適
（平成31年4月　一部適用予定）

八幡浜市下水道事業経営戦略

真穴処理区：平成15年度
（13年）

愛媛県　八幡浜市

特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

46.4人

１（真穴浄化センター）

無

処 理 区 数 １（真穴処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度

平成26年度 平成26年度

平成27年度 平成27年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　8㎥まで：920円
超過使用料　8㎥を超え10㎥まで：1㎥につき136円
　　　　　　　　10㎥を超え20㎥まで：1㎥につき159円
　　　　　　　　20㎥を超え30㎥まで：1㎥につき176円
　　　　　　　　30㎥を超え40㎥まで：1㎥につき194円
　　　　　　　　40㎥を超え50㎥まで：1㎥につき212円
　　　　　　　　50㎥を超えるもの：1㎥につき224円
※　消費税別、10円未満の端数は切捨て

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　8㎥まで：920円
超過使用料　8㎥を超え10㎥まで：1㎥につき136円
　　　　　　　　10㎥を超え20㎥まで：1㎥につき159円
　　　　　　　　20㎥を超え30㎥まで：1㎥につき176円
　　　　　　　　30㎥を超えるもの：1㎥につき50円
※　消費税別、10円未満の端数は切捨て。湯屋汚水が対象

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

井戸水使用の場合：2人まで1人につき8㎥、1人増すごとに4㎥を加算した水量で算定
水道と井戸水併用の場合：2人まで1人につき4㎥、1人増すごとに2㎥を上水道使用水量に加算
して算定
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在の民間委託を継続する予定にしていますので、指定管
理者制度については未検討です。

現在の民間委託を継続する予定にしていますので、PPP・PFI
については未検討です。

 イ　指定管理者制度

処理場3箇所及びマンホールポンプ44箇所の維持管理業務
を一括して民間委託しています（特定環境保全公共下水道
事業及び漁業集落排水事業の処理場・マンホールポンプも
含む）。その他、汚泥運搬業務、汚泥処理業務、水質検査業
務、電気設備点検業務等を民間委託しています。

民 間 活 用 の 状 況

　平成28年度の経営比較分析表（公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について（公営企業三課室長通
知）によるもの）については別紙のとおりです。
　当市の特定環境保全公共下水道事業は、供用開始から10年余りしか経過していないことや整備率が100％に達し、新た
な設備投資を行っていないことから、企業債残高が少なく、維持管理経費も低位で推移しています。ただ、一般会計からの
繰入金に依存する体質が続いており、この体質からの脱却は困難であると思われます。

職 員 数

平成17年3月28日に新八幡浜市が発足し、下水道課の職員数は18人でしたが、業務委託や事
務の見直しを行い職員数の削減に取り組んだ結果、平成28年度は11人となっています。そのう
ち9人が公共下水道事業、2人が戸別合併処理浄化槽整備事業で人件費の予算措置を行って
おり、特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業においては、人件費の予算措置
は行っていません。

産業建設部下水道課として、産業建設部長のもとに、下水道課長が1人、その下に庶務係・業
務係・工務第1係・工務第2係・施設管理係・生活排水係の6係があります。

汚水・汚泥ともにエネルギー利用できる規模の量がないた
め、活用していません。

現在のところ、活用していません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

◎　適切な維持管理による低コストの経営
　真穴処理区は、平成15年度に面整備が完了し、供用開始からも10年余りしか経っていない新しい施設であるため、日常
の維持管理を中心とした事業となっています。計画期間中は、改築・更新事業は予定していませんが、維持管理を適切に
行うことで、故障による大規模修繕の発生を抑え、低コストでの経営に努めます。
◎　接続率の向上による収入の増加
　真穴処理区の水洗化率は90％前後の高い状態で推移しています。しかし、処理区内人口は、年間約30人のペースで
減っており、さらに節水意識の向上と節水機器の普及により、1世帯当たりの排水量も減少しています。今後、人口と排水量
の増加は見込めないため、接続促進による接続率の向上に取り組んでいきます。
◎　公営企業法の適用による経営の効率化
　総務省からの要請に基づき、平成31年4月に地方公営企業法の財務適用を行い、経費の節減と経営の効率化を図って
いきます。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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① 収支計画のうち投資についての説明
　

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

◎　使用料については、これまでも維持管理費をまかなうことができない状態であり、一般会計からの基準外繰入金で補て
んしている状況です。使用料収入だけで賄うためには、3年ごとに35％程度の値上げが必要になり、このような値上げは、
実際は不可能なので、計画期間中は、基準外繰入金を前提とする方向で試算しました。
◎　使用料の試算に当たっては、将来人口を試算した上で、接続率目標を91％として接続人口を試算したところ、人口減
少により、使用料の改定を行わない場合、毎年約240千円ずつ減収すると見込まれます。しかし、収納率の向上と水洗化の
促進を図ることで、減少幅を少なくし、使用料の改定は行わないものとして試算しています。
◎　使用料の改定については、これまでも3年ごとに使用料等検討委員会を開催し、改定の有無を含めて検討しています。
今後も、Ｈ29、32、35において、使用料等検討委員会を立ち上げ、使用料の見直しを行う予定としています。
◎　一般会計繰入金については、雨水処理負担金、分流式下水道に要する経費を、総務省の基準に基づく基準内繰入
金として試算しています。
◎　収入が支出に対して不足する額については、地方公営企業の適用を受けていない段階では、基準外繰入金として繰
り入れていただくよう試算しており、その額は、9,000千円～12,000千円で推移するものと見込んでいます。なお、平成31年
度の法適用後は、基準外繰入金はないとの前提に立ち、さらなる経営改善に取り組むこととしています。

◎　職員給与費に関する事項
　専属職員がいないため、職員給与費は計上していません。
◎　動力費・薬品費に関する事項
　処理人口の減少等に伴う処理水量の減少が見込まれるものの、薬品費と電気代等の単価が上がることを見込み、平成27
年度決算額と同額で試算しています。
◎　修繕費に関する事項
　供用開始から10年以上が経過することから、修繕料も微増傾向になると思われるので、平成27年度決算額から毎年1％
ずつ増加で推移していくものと見込んでいます。
◎　委託費に関する事項
　全ての処理場等の維持管理を一括して入札しているので、今後、委託料の削減は困難であると考えています。汚泥の運
搬・処理の委託料については微減傾向、維持管理委託料は微増傾向で推移すると見込んでいるので、平成27年度決算
から、毎年1％ずつ増加していくものと見込んでいます。
◎　その他の事項
　その他の経費についても、平成２７年度決算をもとに、過去の増減率により試算しています。

　面整備が完了していることと、供用開始から日が浅いことから、計画期間中は管渠、処理場ともに投資的事業を行う予定
はありません。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

「官から民へ」の流れに則った民間活力の活用を検討していきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

平成31年4月に法適化を予定しているので、平成31年度の予算編成に合わせて、経
営戦略全体を見直すことにしています。また、使用料等検討委員会における検討の結
果、使用料の見直しが行われた場合にも、その都度見直します。

職員給与費に関する事項

該当なし

動力費に関する事項

該当なし

修繕費に関する事項

修繕必要箇所について、あらかじめ優先順位付けを行った上で、計画的な修
繕を行っていきます。

委託費に関する事項

現在、公共下水道、特定環境保全公共下水道、漁業集落排水事業の各施設
を一括して3年契約で発注していますが、さらに長期の契約を検討し、管理経
費の削減を図ります。

その他の取組

該当なし

薬品費に関する事項

該当なし

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

該当なし

浄化センター等の遊休地等の資産の有効活用を検討します。

平成26年度に使用料等検討委員会を立ち上げて、27年10月に使用料の改
定を行ったところですが、今後も、3年毎に使用料等検討委員会を立ち上げ
て見直しを行うこととしています。使用料の見直しに関する事項

該当なし

処理場やマンホールポンプの管理業務は民間企業に委託していますが、今
後、より包括的な委託化の検討を行い、職員の適正な配置とコストの縮減に
努めます。

計画期間中は、投資的事業を行う予定はありません。

公共下水道、特定環境保全公共下水道、漁業集落排水事業について、処理
場の統廃合や処理区域の見直しなどの費用対効果について検討していきま
す。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

-16-



平成 28 年 12 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,400 円 3,832 円

3,480 円 4,010 円

3,480 円 3,977 円

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度

平成26年度 平成26年度

平成27年度 平成27年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　10㎥まで：2,780円
超過使用料　10㎥を超え150㎥まで：1㎥につき70円
　　　　　　　　150㎥を超え300㎥まで：1㎥につき120円
　　　　　　　　300㎥を超えるもの：1㎥につき170円
※　消費税込み

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

業務用使用料は設定していません。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

井戸水使用の場合：2人まで1人につき8㎥、1人増すごとに4㎥を加算した水量で算定
水道と井戸水併用の場合：2人まで1人につき4㎥、1人増すごとに2㎥を上水道使用水量に加算
して算定

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

17.6人

２（喜木津浄化センター、磯崎浄化センター）

無

処 理 区 数 ２（喜木津・広早処理区、磯崎処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適
（平成31年4月　一部適用予定）

八幡浜市下水道事業経営戦略

喜木津・広早処理区：平成4年度
（24年）
磯崎処理区：平成5年度
（23年）

愛媛県　八幡浜市

漁業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

　平成28年度の経営比較分析表（公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について（公営企業三課室長通
知）によるもの）については別紙のとおりです。
　当市の漁業集落排水事業は、処理区域内の人口が少ないこともあり、効率的な経営を行っているとはいえないものの、類
似団体に比べれば良好な経営状態であると言えます。しかしながら、一般会計からの繰入金に依存する体質が続いてお
り、この体質からの脱却は困難であると思われます。

職 員 数

平成17年3月28日に新八幡浜市が発足し、下水道課の職員数は18人でしたが、業務委託や事
務の見直しを行い職員数の削減に取り組んだ結果、平成28年度は11人となっています。そのう
ち9人が公共下水道事業、2人が戸別合併処理浄化槽整備事業で人件費の予算措置を行って
おり、特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業においては、人件費の予算措置
は行っていません。

産業建設部下水道課として、産業建設部長のもとに、下水道課長が1人、その下に庶務係・業
務係・工務第1係・工務第2係・施設管理係・生活排水係の6係があります。

汚水・汚泥ともにエネルギー利用できる規模の量がないた
め、活用していません。

現在のところ、活用していません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在の民間委託を継続する予定にしていますので、指定管
理者制度については未検討です。

現在の民間委託を継続する予定にしていますので、PPP・PFI
については未検討です。

 イ　指定管理者制度

処理場3箇所及びマンホールポンプ44箇所の維持管理業務
を一括して民間委託しています（特定環境保全公共下水道
事業及び漁業集落排水事業の処理場・マンホールポンプも
含む）。その他、汚泥運搬業務、汚泥処理業務、水質検査業
務、電気設備点検業務等を民間委託しています。

民 間 活 用 の 状 況
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る

。
反

面
、

施
設

に
つ

い
て

は
、

年
を

追
う

ご
と

に
老

朽
化

が
進

行
す

る
た

め
、

維
持

管
理

費
は

増
高

し
て

い
く

。
こ

の
よ

う
な

状
況

で
下

水
道

事
業

を
安

定
し

て
経

営
し

て
い

く
た

め
に

は
、

将
来

人
口

を
見

据
え

た
処

理
場

の
更

新
を

行
い

、
維

持
管

理
費

を
抑

え
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

　
ま

た
収

入
面

で
は

、
使

用
料

の
改

定
が

考
え

ら
れ

る
が

、
当

地
区

は
、

現
状

で
も

公
共

下
水

道
に

比
べ

て
高

い
水

準
に

あ
る

こ
と

に
加

え
、

平
成

2
8
年

度
の

上
水

道
へ

の
編

入
に

伴
い

、
水

道
料

金
が

上
が

る
た

め
、

下
水

道
料

金
の

改
定

は
困

難
な

状
況

で
あ

る
。

よ
っ

て
、

水
洗

化
率

の
向

上
を

目
指

し
て

、
さ

ら
に

接
続

依
頼

を
進

め
て

い
く

し
か

な
い

と
考

え
る

。

「
施

設
全

体
の

減
価

償
却

の
状

況
」

「
管

渠
の

経
年

化
の

状
況

」
「

管
渠

の
更

新
投

資
・

老
朽

化
対

策
の

実
施

状
況

」

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

喜
木

津
・

広
早

処
理

区
は

平
成

4
年

、
磯

崎
処

理
区

は
平

成
5

年
の

供
用

開
始

と
、

比
較

的
新

し
い

施
設

で
あ

る
た

め
、

管
渠

に
つ

い
て

は
軽

微
な

修
繕

は
あ

る
も

の
の

、
改

善
・

更
新

は
行

っ
て

い
な

い
。

　
一

方
、

喜
木

津
浄

化
セ

ン
タ

ー
及

び
磯

崎
浄

化
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て
は

、
供

用
開

始
か

ら
2
0
年

が
経

過
し

て
い

る
こ

と
に

よ
る

機
械

類
の

経
年

劣
化

が
進

ん
で

お
り

、
老

朽
化

し
て

い
る

状
況

と
言

え
る

。
ま

た
、

７
箇

所
あ

る
マ

ン
ホ

ー
ル

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
も

同
様

で
あ

り
、

処
理

場
と

マ
ン

ホ
ー

ル
ポ

ン
プ

の
修

繕
・

更
新

に
要

す
る

費
用

は
、

毎
年

約
5
0
0
万

円
程

度
か

か
っ

て
い

る
。

　
平

成
26

年
度

に
は

、
更

新
基

本
計

画
を

策
定

し
、

今
後

、
両

処
理

場
に

つ
い

て
、

処
理

場
自

体
を

更
新

す
る

か
、

あ
る

い
は

合
併

浄
化

槽
に

変
更

す
る

か
等

の
検

討
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

「
料

金
水

準
の

適
切

性
」

「
費

用
の

効
率

性
」

「
施

設
の

効
率

性
」

「
使

用
料

対
象

の
捕

捉
」

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

法
非

適
用

の
下

水
道

事
業

は
、

収
入

が
支

出
に

不
足

す
る

額
は

、
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
に

よ
り

調
整

し
て

い
る

た
め

、
収

益
的

収
支

比
率

は
、

1
0
0
％

に
満

た
な

い
赤

字
状

態
で

は
あ

る
が

、
赤

字
で

経
営

状
況

が
悪

い
と

い
う

こ
と

で
は

な
い

。
こ

こ
5
年

間
は

、
収

入
面

で
は

一
般

会
計

繰
入

金
が

増
加

し
、

支
出

面
で

は
、

企
業

債
償

還
金

及
び

利
息

が
減

少
し

て
い

る
の

で
、

同
比

率
は

増
加

し
て

い
る

。
　

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

が
低

い
の

は
、

す
で

に
面

整
備

が
完

了
し

て
お

り
、

新
規

借
り

入
れ

が
な

い
こ

と
と

、
企

業
債

残
高

の
ほ

ぼ
全

額
が

、
分

流
式

下
水

道
に

要
す

る
経

費
等

、
一

般
会

計
が

負
担

す
べ

き
経

費
で

あ
る

た
め

で
あ

る
。

　
こ

の
事

業
は

、
水

洗
化

人
口

が
5
0
0
人

弱
と

少
な

い
も

の
の

、
一

定
規

模
の

施
設

は
必

要
に

な
る

た
め

、
使

用
料

収
入

が
少

な
い

反
面

、
維

持
管

理
費

は
割

高
に

な
る

。
そ

の
た

め
、

経
費

回
収

率
は

1
0
0
％

を
下

回
っ

て
お

り
、

汚
水

処
理

原
価

も
高

い
範

囲
で

推
移

し
て

い
る

。
し

か
し

、
類

似
団

体
の

平
均

値
よ

り
は

良
好

な
状

態
な

の
で

、
経

営
状

況
に

問
題

が
あ

る
わ

け
で

は
な

い
と

考
え

る
。

　
施

設
利

用
率

は
、

6
0
％

に
満

た
な

い
低

さ
だ

が
、

処
理

場
の

計
画

人
口

が
7
8
3
人

で
あ

っ
た

の
に

対
し

、
平

成
2
6
年

度
末

の
水

洗
化

人
口

が
5
0
0
人

と
3
分

の
2
に

減
少

し
て

い
る

こ
と

、
節

水
意

識
の

向
上

及
び

節
水

機
器

の
普

及
に

よ
り

処
理

水
量

が
減

少
し

て
い

る
こ

と
が

要
因

と
考

え
る

。
　

水
洗

化
率

に
つ

い
て

は
、

8
5
％

を
境

に
増

減
を

繰
り

返
し

て
い

る
。

こ
れ

は
、

平
成

1
2
年

に
整

備
率

が
1
0
0
％

に
な

っ
て

以
降

、
新

規
水

洗
化

世
帯

は
増

え
て

い
る

も
の

の
若

年
層

の
流

出
等

に
よ

る
人

口
減

少
に

よ
り

、
水

洗
化

人
口

が
減

少
を

続
け

て
い

る
こ

と
が

原
因

で
あ

る
。

「
単

年
度

の
収

支
」

「
累

積
欠

損
」

「
支

払
能

力
」

「
債

務
残

高
」

－
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

◎　計画的な維持修繕による長寿命化
　磯崎、喜木津処理区は、平成5年度に面整備が完了し、供用開始からも20年余りしか経ってない新しい施設であるため、
日常の維持管理と処理場の維持修繕を中心とした事業となっています。計画期間中は、浄化センター、管渠ともに改築・
更新事業は予定していませんが、浄化センターにおいて、老朽箇所が見受けられるため、修繕計画に基づく小修繕を行う
ことで、浄化センターの長寿命化を図ります。
◎　接続率の向上による収入の増加
　磯崎、喜木津地区の人口は、年間約15人のペースで減っており、さらに節水意識の向上と節水機器の普及により、1世帯
当たりの排水量も減少しています。今後、人口と排水量の増加は見込めないため、接続促進による接続率の向上に取り組
んでいきます
◎　公営企業法の適用による経営の効率化
総務省からの要請に基づき、平成31年4月に地方公営企業法の財務適用を行い、経費の節減と経営の効率化を図ってい
きます。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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① 収支計画のうち投資についての説明
　

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　面整備が完了していることと、供用開始から日が浅いことから、計画期間中は、管渠、処理場ともに投資的事業を行う予
定はありません。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

◎　使用料については、これまでも維持管理費を賄うことができない状態であり、一般会計からの基準外繰入金で補てんし
ている状況です。使用料収入だけで賄うためには、3年ごとに25％程度の値上げが必要になり、このような値上げは、実際
は不可能なので、計画期間中は、基準外繰入金を前提とする方向で試算しました。
◎　使用料の試算に当たっては、将来人口を試算した上で、接続率目標を91％として接続人口を試算したところ、人口減
少により、使用料の改定を行わない場合、毎年約300千円ずつ減収すると見込まれます。しかし、収納率の向上と水洗化の
促進を図ることで、減少幅を少なくし、使用料の改定は行わないものとして試算しています。
◎　使用料の改定については、これまでも3年ごとに使用料等検討委員会を開催し、改定の有無を含めて検討しています。
今後も、Ｈ29、32、35において、使用料等検討委員会を立ち上げ、使用料の見直しを行う予定としています。
◎　一般会計繰入金については、特別措置分等の償還金等に対する繰入、分流式下水道に要する経費を総務省の基準
に基づく基準内繰入金として試算しています。
◎　収入が支出に対して不足する額については、地方公営企業の適用を受けていない段階では、基準外繰入金として繰
り入れていただくよう試算しており、その額は、4,000千円～6,000千円で推移するものと見込んでいます。なお、平成３１年
度の法適用後は、基準外繰入金はないとの前提に立ち、さらなる経営改革に取り組むこととしています。

◎　職員給与費に関する事項
　専属職員がいないため、職員給与費は計上していません。
◎　動力費・薬品費に関する事項
　処理人口の減少等に伴う処理水量の減少が見込まれるものの、薬品費と電気代等の単価が上がることを見込み、平成27
年度決算額と同額で試算しています。
◎　修繕費に関する事項
　供用開始から20年以上が経過することから、、浄化センターの修繕費用として約1,000千円／年を修繕計画に基づいて
計上するとともに、その他の修繕料は、平成27年度決算額と同額で試算しています。
◎　委託費に関する事項
　全ての処理場等の維持管理を一括して入札しているので、今後、委託料の削減は困難であると考えています。また、施
設管理の委託料は、処理人口は減少するものの、人件費等の条件により増加が見込まれるので、委託料全体としては、毎
年0.5%ずつ増加していくものと見込んでいます。
◎　その他の事項
　その他の経費についても、平成２７年度決算をもとに、過去の増減率により試算しています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

該当なし

処理場やマンホールポンプの管理業務は民間企業に委託していますが、今
後、より包括的な委託化の検討を行い、職員の適正な配置とコストの縮減に
努めます。

計画期間中は、投資的事業を行う予定はありません。

公共下水道、特定環境保全公共下水道、漁業集落排水事業について、処理
場の統廃合や処理区域の見直しなどの費用対効果について検討していきま
す。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

該当なし

浄化センター等の遊休地等の資産の有効活用を検討します。

平成26年度に使用料等検討委員会を立ち上げて、27年10月に使用料の改
定を行ったところですが、今後も、3年毎に使用料等検討委員会を立ち上げ
て見直しを行うこととしています。

使用料の見直しに関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

「官から民へ」の流れに則った民間活力の活用を検討していきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

平成31年4月に法適化を予定しているので、平成31年度の予算編成に合わせて、経
営戦略全体を見直すことにしています。また、使用料等検討委員会における検討の結
果、使用料の見直しが行われた場合にも、その都度見直します。

職員給与費に関する事項

該当なし

動力費に関する事項

該当なし

修繕費に関する事項

浄化センターの修繕計画に基づいて小修繕を行う予定ですが、３年ごとに計
画を見直し、見直し時点の優先順位に基づいた修繕を行っていきます。

委託費に関する事項

現在、公共下水道、特定環境保全公共下水道、漁業集落排水事業の各施設
を一括して3年契約で発注していますが、さらに長期の契約を検討し、管理経
費の削減を図ります。

その他の取組

該当なし

薬品費に関する事項

該当なし
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